
  

基本施策２ 地域医療 



 

 



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 2―1 

基本施策２「地域医療」 

施策１「在宅医療の推進」 

♦１．船橋市地域リハビリテーション構想          

【健康政策課】 

地域リハビリテーション体制の整備・推進を図るため、船橋市における地域リハビリテーションを取り

巻く現状分析と、そこから導き出される地域リハビリテーションのあるべき姿をまとめた「船橋市地域リ

ハビリテーション構想」を平成 24年 2月に策定しました。 

 

２．船橋在宅医療ひまわりネットワーク 

【地域包括ケア推進課】 

平成 25年 5月 31日に設立された医療・介護の関係団体及び船橋市で構成する任意団体です。 

当ネットワークは、代表、副代表、役員会のほか下記の 6つの委員会により構成されています。 

① 顔の見える連携づくり委員会 

② 人材育成委員会 

③ 安心の確保委員会 

④ 資源情報管理委員会 

⑤ 地域リハ推進委員会 

⑥ 認知症の人にやさしいまちづくり委員会 

また、当ネットワークを構成する団体数は、合計 28団体となっています。 

《船橋在宅医療ひまわりネットワーク構成団体名》 

 船橋市医師会 船橋歯科医師会 船橋薬剤師会 千葉県看護協会 千葉県理学療法士会 

千葉県作業療法士会 千葉県言語聴覚士会 千葉県歯科衛生士会 船橋市介護支援専門員協議会  

船橋市ソーシャルワーカー連絡協議会 ふなばし市訪問看護連絡協議会 

船橋市訪問介護事業者連絡会 千葉県在宅サービス事業者協会 船橋市栄養士会 

船橋市介護老人保健施設協会 船橋市老人福祉施設協議会 船橋市認知症高齢者グループホーム連絡会 

ＮＰＯ法人千葉・在宅ケア市民ネットワークピュア 船橋市回復期リハビリテーション病棟連絡会 

船橋市訪問リハビリテーション連絡会 船橋市通所リハビリテーション連絡会  

船橋市デイサービス連絡会 船橋市障害福祉施設連絡協議会 船橋市小規模多機能型居宅介護連絡会  

船橋市定期巡回・随時対応型訪問介護看護連絡会 認知症の人と家族の会千葉県支部 

東葛南部認知症疾患医療センター千葉病院 船橋市 

主な活動内容は、在宅医療を希望する患者・家族に適切な医療及び介護サービスを提供するための多職

種連携について、6つの委員会ごとにその手法を検討し、各種事業を実施するほか、市民に在宅での療養等

に関する普及啓発事業等を行っています。 



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 2―2 

年度 種別 内容 

4★1 

役員会（全 2回） 各委員会からの報告について等 

委員会（全 19回） 

顔の見える連携づくり委員会（全 1回） 

人材育成委員会（全 2回） 

安心の確保委員会（全 3回） 

資源情報管理委員会（全 4回） 

地域リハ推進委員会（全 6回） 

認知症の人にやさしいまちづくり委員会（全 3回） 

講演会（全 1回） 令和 4年度市民公開講座 

研修会（全 2回） 
ひまわりスタートアップ研修（リハビリ編）（参加 20人） 

ひまわり実践研修（心不全の薬物治療と地域連携）（参加 37人） 

5 

役員会（全 2回） 各委員会からの報告について等 

委員会（全 22回） 

顔の見える連携づくり委員会（全 2回） 

人材育成委員会（全 4回） 

安心の確保委員会（全 4回） 

資源情報管理委員会（全 3回） 

地域リハ推進委員会（全 6回） 

認知症の人にやさしいまちづくり委員会（全 3回） 

講演会（全 1回） 令和 5年度市民公開講座 

実践発表会（全1回） 第 2回実践発表会（24演題、参加 137 人） 

研修会（全 2回） 
ひまわりスタートアップ研修（連携編）（参加 54人） 

ひまわり実践研修（運動と心臓）（参加 62人） 

6 

役員会（全 2回） 各委員会からの報告について等 

委員会（全 19回） 

顔の見える連携づくり委員会（全 2回） 

人材育成委員会（全 4回） 

安心の確保委員会（全 2回） 

資源情報管理委員会（全 2回） 

地域リハ推進委員会（全 6回） 

認知症の人にやさしいまちづくり委員会（全 3回） 

講演会（全 1回） 令和 6年度市民公開講座 

研修会（全 3回） 

ひまわりスタートアップ研修（がん緩和編）（参加 71人） 

ひまわり実践研修（心不全地域連携パス）（参加 58人） 

ひまわりアドバンス研修（身寄りなし問題）（参加 85人） 



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 2―3 

３．在宅医療支援拠点ふなぽーと 

【地域包括ケア推進課】 

「定期的に通院することが難しい」「自宅で治療を受けたい」「退院後の訪問診療医を探したい」など、在

宅での療養生活を希望する患者やその家族からの相談に応じるとともに、在宅医療・介護関係者の支援な

ども行う「在宅医療支援拠点」が、平成 27年 10月から保健福祉センター1階で業務を行っています。 

なお、同拠点をより多くの方に知っていただけるよう、親しみやすい愛称を広く募集し、応募のあった

322 件の中から「ふなぽーと」に決定しました（平成 29年 1月から愛称を使用）。 

  ・所 在 地 船橋市北本町 1-16-55 保健福祉センター1階 

 ・受付時間 午前 9時～午後 5時 （土日祝日・年末年始を除く） 

市は一般社団法人船橋市医師会に委託し実施しています。 

 

(1) 主な業務 

① 在宅医療や介護に関する相談 

自宅での療養や介護に関する相談を受け、適切な在宅医療・介護サービスを案内するほか、「在宅医紹介

制度（船橋在宅医ネット）」等を活用し、訪問診療ができる医師の紹介や情報提供等をします。 

② 在宅医療・介護関係者への周知活動 

医療・介護関係者等からの相談の受付・支援（市民への間接的支援・情報提供等）、船橋在宅医療ひまわ

りネットワークとの協働、船橋市在宅医療・介護連携支援用患者情報共有システムの活用についての案内

をします。 

また、事業のさらなる周知を目的として、広報紙「懸け橋」を発行します。 

③ 在宅医療・介護に関する市民への普及・啓発 

市民公開講座等を開催するほか、相談員が直接地域へ出向き、在宅医療等についての講話を行います。 

 

  



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 2―4 

(2)事業実績 

相談内容の内訳 

年度 相談内容 相談件数 相談件数合計 相談者数 

4 

訪問診療に関すること 184 

1,027 338 

介護保険・サービスに関すること 95 

その他受診・受療に関すること 171 

費用・その他制度に関すること 26 

今後の療養に関すること 223 

退院後の療養に関すること 66 

訪問看護に関すること 62 

介護者に関すること 24 

病状・症状に関すること 169 

入院中の治療・転院に関すること 7 

5 

訪問診療に関すること 194 

1,183 383 

介護保険・サービスに関すること 142 

その他受診・受療に関すること 181 

費用・その他制度に関すること 46 

今後の療養に関すること 241 

退院後の療養に関すること 58 

訪問看護に関すること 75 

介護者に関すること 19 

病状・症状に関すること 191 

入院中の治療・転院に関すること 36 

6 

訪問診療に関すること 167 

1,018 351 

介護保険・サービスに関すること 85 

その他受診・受療に関すること 198 

費用・その他制度に関すること 69 

今後の療養に関すること 205 

退院後の療養に関すること 52 

訪問看護に関すること 68 

介護者に関すること 17 

病状・症状に関すること 150 

入院中の治療・転院に関すること 7 

 

  



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 2―5 

４．在宅医療・介護の講演会・相談会事業 
【地域包括ケア推進課】 

医師・歯科医師・薬剤師・看護師・ケアマネジャーなどの医療・介護の専門家が、病気や治療、薬に関す

ることから介護に関することまで、患者やその家族、医療・介護関係者からの様々な相談に応じる相談会

を、平成 27年度から、市内の各地で開催しています。 

平成 28年度からは、在宅医療・介護に関する様々なテーマの講演会や市が主催する講演会等のイベント

と相談会を組み合わせた二部構成で開催しています。 

また、平成 30 年度から、町会・自治会に専門職が赴き講演会を行う「出張講演会」を実施しています。 

市は公益社団法人船橋地域福祉・介護・医療推進機構に委託しています。 

講演会開催実績 

年度 開催回数 参加者数 講演会の主なテーマ 

4 7 159 リウマチ・膠原病について等 

5 7 212 パーキンソン病について等 

6 7 226 パーキンソン病について等 

相談会開催実績 

年度 開催回数 相談者数 講演会等の主なテーマ 

4 8 34 訪問診療等の在宅医療・介護に関する事項 

5 8 54 訪問診療等の在宅医療・介護に関する事項 

6 8 52 訪問診療等の在宅医療・介護に関する事項 

出張講演会開催実績 

年度 開催回数 参加者数 講演会等の主なテーマ 

4 5 119 歯科について等 

5 3 80 肺炎から身を守る方法等 

6 2 58 口腔ケアについて等 

 

５．船橋市在宅医療・介護連携支援用患者情報共有システムを活用した情報共有 

【地域包括ケア推進課】 

在宅医療・介護連携を推進するための方策の一つとして、在宅で療養生活をする患者の変化する情報に

ついて、医療・介護関係者がＩＣＴを活用して一元的に共有することができる「船橋市在宅医療・介護連携

支援用患者情報共有システム」を平成 27年 11月から導入しました。 

医師や訪問看護師、ケアマネジャー等の医療・介護関係者が、本システムを通じて連携協力関係を深め、

在宅で療養生活をする患者に寄り添ったサービスを提供するために役立てています。 

利用登録（ＩＤ取得者）数 

年度 医療・介護関係者数 医療機関・介護事業所数 

4 389 105 

5 425 116 

6 504 131 

  



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 2―6 

６．地域リハビリテーション協議会 
【健康政策課】 

平成 19 年 5 月に医療・福祉等関係機関の代表からなる船橋市地域リハビリテーション協議会を設置し、

高齢者及び障害のある人を含むあらゆる人々が、住み慣れた地域で生き生きと「自立」した生活を送れる

よう、急性期から回復期、維持期・生活期まで適切なリハビリテーションが継続的に提供され、医療、保

健、福祉、介護等生活にかかわる市民及び関係機関が協力し、包括的かつ一体的な支援が行える地域リハ

ビリテーション体制づくりに取り組んでいます。 

 

７．リハビリセンター 
【健康政策課】 

平成 25年度までは市直営の施設として、主に医療機関等でリハビリを終了した人などに、身体機能を維

持する機能訓練（維持期リハビリ）及び介護予防のための「はつらつ高齢者筋力トレーニング」を行う施設

として、リハビリテーションや各種相談及び助言などを行っていました。 

平成 26年度から指定管理者制度を導入し、地域で生活しながらリハビリを行う方を対象に、リハビリの

総合的な提供を行っています。 

 

(1)リハビリセンタークリニック（リハビリテーション科の診療所） 

平成 26年 7月から、外来診療、外来リハビリ、訪問リハビリ、通所リハビリを実施しています。 

リハビリセンタークリニック患者数 

年度 
外来診療    

外来リハビリ 
通所リハビリ 訪問リハビリ 計 

4 7,583 11,653 15,256 34,492 

5 7,511 11,641 16,486 35,638 

6 5,012 11,811 17,687 34,510 

 

(2)訪問看護ステーション 

平成 27年 4月から、訪問看護ステーションの運営を実施しています。 

訪問看護ステーション患者数 

年度 4 5 6 

患者数 5,301 5,358 5,167 

 

   

  



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 2―7 

(3)リハビリ事業（医療保険、介護保険適用外のリハビリ） 

65 歳以上の身体機能に低下がみられる方を対象に、パワーリハビリ教室、同フォローアップ、プールリ

ハビリを実施しています。 

リハビリ事業利用者数 

年度 
パワーリハビリ 

教室 

パワーリハビリ 

フォローアップ 
プールリハビリ 計 

4 1,379 11,891 4,442 17,712 

5 1,266 12,922 4,633 18,821 

6 1,426 13,772 4,384 19,582 

 

(4)地域リハビリテーション拠点事業 

リハビリに関する総合相談の窓口を設置し、リハビリを行う病院等との連携や啓発活動を積極的に行い、

医療・介護等の専門家、家族等がリハビリテーションの立場から協力しあう「地域リハビリ」の推進を支援

しています。 



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 2―8 

施策２「難病患者等の支援体制の充実」 

１．難病対策 

【保健総務課】 

難病患者の不安等を解消するため、相談や療養に必要な支援を行います。また、千葉県が行う医療費助

成（指定難病医療費助成制度など）の窓口業務を行います。 
難病対策事業実績 

年度 
医療受給者証 
所持者数 

保健指導数 

訪問 面接 電話 

4 4,639 142 107 892 

5 4,995 184 116 969 

6 5,179 187 162 1149 

 

講演交流会・医療相談事業実施回数・参加者数 

年度 実施回数 参加者数 

4★2 － － 

5 1 20 

6 4 101 

 

２．肝炎治療特別促進事業 

【保健総務課】 

Ｂ型及びＣ型肝炎患者のインタ－フェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治

療にかかる医療費の助成申請を受け付けています。 

肝炎治療受給者証申請状況 

年度 申請件数 認定者数 

4 310 310 

5 348 348 

6 321 319 

 

  



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 2―9 

３．小児慢性特定疾病自立支援事業                                 

【保健総務課】 

小児慢性特定疾病により、長期療養を必要とする児とその家族に対し、治療方法のみでなく、養育に必

要な情報提供･精神的支援を行い、家族相互の交流を図っています。 

小児慢性特定疾病自立支援事業（相談支援）実績 

年度 
相談支援件数 

訪問 面接 電話 

4 3 65 176 

5 51 104 278 

6 63 139 297 

 

小児慢性特定疾病自立支援事業（講演・交流会）実施回数・参加者数 

年度 実施回数 
参加者数 

対象児 親 学校・保健関係者他 

4★2 － － － － 

5※ 1 0 0 0 

6 1 0 5 16 

※難病と合同開催、小児慢性特定疾病対象児等の参加なし 

 

４．小児慢性特定疾病医療費支給事業及び小児指定疾病医療費助成事業 
【保健総務課】 

小児の慢性疾病で治療が長期にわたり保護者の医療負担も高額となる特定疾病にかかっている児童の医

療給付を行っています。 

なお、小児慢性特定疾病医療費支給事業（国事業）に該当しなかった小児に対し、小児指定疾病医療費助

成事業（市事業）を実施しています。 

小児慢性特定疾病医療費支給・小児指定疾病医療費助成事業実績 

年度 新規件数 受給者数 

4 
市事業 4 67 

国事業 106 660 

5 
市事業 4 61 

国事業 92 643 

6 
市事業 5 61 

国事業 82 636 

 

  



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 2―10 

５．原爆被爆者見舞金支給制度 
                             【保健総務課】 

原爆被爆者に対し、年 1回見舞金を支給することにより、福祉の増進に役立てています。 

 支給額  年 7,000円 

被爆者見舞金の支給状況 

 

 

 

 

 

 

６．難病患者援助金 
                             【保健総務課】 

原因が不明で治療方法が確立していない難病にかかっている人に対して援助金を支給します。 

(対象)   

「千葉県特定医療費（指定難病）受給者証」、「船橋市小児慢性特定疾病医療受給者証」又は 

「船橋市小児指定疾病医療費助成登録証」等を交付されている人 

(支給額)     

通院  5,000円（月 1日以上又は月 20日未満の入院の場合） 

 入院 10,000円（月 20日以上の場合） 

※ ぜんそくは月 20日以上の入院の場合のみ対象になります。 

※ 継続して 20 日以上入院した場合で、前の月と後の月の入院日数がそれぞれ 20 日未満であるときは、 

後の月を 20日以上入院したものとみなして 10,000円を支給します。 

難病患者援助金支給状況 

年度 通院(件) 入院(件) 金額(円) 

4 37,100 1,378 199,245,000 

5 38,535 1,333 205,970,000 

6 38,622 1,304 206,120,000 

 

７．骨髄移植ドナー支援事業 

【保健総務課】 

白血病などの血液疾患の治療に必要となる骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の登録や骨髄等の移植の

推進を図るため、ドナーとドナーが従事する国内の事業所に奨励金を支給しています。(平成 28 年 4 月 1

日から) 

支給額 ドナー         1日につき 20,000 円(7日が上限) 

ドナーが従事する事業所 1日につき 10,000 円(7日が上限) 

  

年度 支給者数 支給状況(円) 

4 175 1,225,000 

5 163 1,141,000 

6 152 1,064,000 
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骨髄移植ドナー支援事業支給状況 

年度 ドナー(件) ドナーが従事する事業所(件) 金額(円) 

4 6 0 840,000 

5 5 1 770,000 

6  7  2  1,120,000 

 

 

８．がん患者支援事業  

【健康づくり課】 

がん患者が治療に伴う外見の変化に対応するために購入またはレンタルしたウィッグおよび胸部補整具

に係る費用を助成しています。 

また、住み慣れた自宅での療養を希望する末期がん患者のうち、介護保険制度の対象とならない 40歳未

満の方に対して、在宅療養に必要なサービスの利用に係る費用等を助成しています。 

      がん患者ウィッグ及び胸部補整具購入費助成件数（単位：件） 

年度 ウィッグ 胸部補整具 

5 154 39 

6 266 82 

 

                 若年がん患者在宅療養支援事業           （単位：件） 

年度 医師の意見書作成 
訪問介護・訪問入浴介護 

福祉用具貸与及び購入 
ケアマネジメント 

5 0 0 0 

6 1 2 0 
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施策３「医療提供体制の充実」 

 

１．市立リハビリテーション病院 

【健康政策課】 

市では、急性期医療については、全国に先駆けてドクターカーを導入するとともに、また、その中核施設

となる医療センターの充実を図って、重篤救急患者の救命に積極的に取り組んできました。 

しかしながら、脳卒中等により身体機能に障害を生じた患者に対しては、急性期から回復期にかけて集

中的なリハビリテーションを行い、後遺障害の軽減や寝たきりの防止による早期の社会復帰を図ることが

必要であることから、平成20年 4月 1日に医療センター等急性期病院と連携するリハビリテーション病院

を設置しました。 

 

(1)所在地   船橋市夏見台 4-26-1 
 

(2)病床数  200床 

 

(3)診療科目 リハビリテーション科 

 

(4)病院運営 

指定管理者  医療法人社団 輝生会 

 

(5)診療 

・入院診療 ・外来診療 ・訪問リハビリテーション ・短期入所療養介護  ・通所リハビリテーション 

 

(6)診療受付時間及び休診日 

・ 診療時間   午前 8時 40分～午後 5時 

・ 診療受付時間 午前 8時 30分～午後 4時 30分 

・ 休診日    日曜日及び年末年始（12月 29日～1月 3日） 

 

(7)令和６年度入院患者数等 

 

入院患者数（実数）  外来・訪問・通所リハビリテーション患者数 

区 分 入院患者数 退院患者数 区 分 実患者数 延患者数 

合 計 817 816 外来 627 22,591 

   訪問 500 28,644 

   通所 197 6,992 

   ※診療日数 309日 
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入院患者の退院先  

区 分 人数 割合（％） 全国平均（％） 

 

自宅 570 74.9 65.0 （疾患別在宅復帰率内訳は下記） 

有料老人ホーム 33 4.3 
7.5 

 

グループホーム 4 0.5 

 

特別養護老人ホーム 8 1.1 3.7  

介護医療院 3 0.4 1.1  

その他施設 2 0.3 1.3  

介護老人保健施設 86 11.3 6.6  

転院（療養病床等） 21 2.8 7.8  

転院（一般病床） 32 4.2 
7.1 

 

死亡退院 2 0.3  

合 計 761 100.0 100.0 

 

※ 割合（％）・全国平均（％）は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100 と

はなりません。 

※ 転院（療養病床等）には長期療養病院・精神病床・地域包括ケア病床・他院の回復期リハ病棟を含む。 

※ 転院（一般病床）には急変による急性期病院への転院を含む。 

疾患別在宅復帰率  疾患発症から退院するまでの平均日数 

区 分 人数 
復帰率

（％） 

全国平均

（％） 

 
区 分 人数 日数 

全国平均

（日） 

脳血管疾患系 393 84.3 74.0  脳血管疾患系 484 129.0 125.0 

整形外科系 170 89.0 85.2  整形外科系 194 94.8 82.1 

廃用症候群 54 80.6 69.8  廃用症候群 80 100.0 83.2 

その他 3 100.0 -  その他 3 70.0 66.7 

合 計 620 85.3 78.4  全 体 761 117.0 99.9 

※ 全国平均は、一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会が行った「回復期リハビリテーション病

棟の現状と課題に関する調査報告書（令和 7年 2月版）」による。 
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相談件数                        

区分 

病棟 

受診・受療

援助 

（※1） 

心理社会的

問題 

（※2） 

退院援助 

（※3） 

経済的 

援助 

（※4） 

社会復帰 

援助 

（※5） 

その他 合計 

北 2病棟 270 1,703 3,469 79 13 208 5,742 

南 2病棟 132 2,145 3,057 17 4 34 5,389 

北 3病棟 118 1,223 2,821 7 10 56 4,235 

南 3病棟 78 3,011 2,123 32 15 40 5,299 

北 4病棟 217 1,182 3,973 21 7 309 5,709 

南 4病棟 403 2,311 3,132 63 7 373 6,289 

外来 1,676 939 213 54 227 253 3,362 

合 計 2,894 12,514 18,788 273 283 1,273 36,025 

※1：入院にまつわる問題の解決・調整援助。入院中の他科受診にまつわる問題の解決・調整援助など。 

※2：入院・外来通院中に生じる、諸々の心理社会的問題にまつわる解決・調整援助など。 

※3：退院にまつわる問題の解決・調整援助。社会資源の利用援助含む。 

※4：経済的問題の解決・調整援助。社会資源の利用援助含む。 

※5：復職・復学にまつわる問題の解決・調整援助。社会資源の利用援助含む。 

 

２．特殊歯科診療事業 

【健康政策課】                                                    

(1)さざんか特殊歯科診療所                                     

一般の歯科診療所で治療が困難な障害児（者）及び要介護高齢者の歯科診療のため、歯科医師会の協力

により、平成 6年 5月北部福祉会館内に、さざんか歯科診療所を設置しました。 

  平成 27 年 10 月から指定管理者制度を導入し、市が開設し、公益社団法人船橋歯科医師会が指定管理者

として管理運営を行うこととなりました。また、名称を「さざんか特殊歯科診療所」に改めました。 

令和 3 年 4 月から、歯科診療所におけるサービスの充実を図るため、それまで木曜日、土曜日、日曜日

の午前 12時までであった診療日時について、月曜日、水曜日、金曜日を追加し、診療時間も午後 4時 30分

まで拡大しました。 

さざんか歯科診療所診療状況 

年度 

障害児(者) 要介護高齢者 

実患者数 固定診療件数 実患者数 固定診療件数 訪問診療件数 

4 353 1,265(110) 146 297(45) 410(10) 

5 392 1,476(106) 164 274(42) 509(8) 

6 431 1,609(112) 148 330(40) 469(9) 

※ 診療件数の括弧書きは、摂食嚥下機能訓練の件数 

※ 固定診療とは、診療所における歯科診療 
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(2)かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所 

昭和 52 年 12 月に日曜、祝休日における患者の急な歯の痛み等に対応をするため、歯科医師会の協力に

より、旧中央保健センター内に応急処置を目的とした「休日急患歯科診療所」を設置しました。 

平成 27 年 10 月、保健福祉センターへの移転に伴い指定管理者制度を導入し、市が開設し、公益社団法

人船橋歯科医師会が指定管理者として管理運営を行うこととなりました。また、名称を「かざぐるま休日

急患・特殊歯科診療所」に改め、従来の急患診療に加え、障害児（者）および要介護高齢者への歯科診療を

開始し、さらに口腔ケア体制の充実強化及び在宅歯科医療の推進を図ることを目的として要介護高齢者へ

の訪問歯科診療も実施することとなりました。 

平成 29年 4月から、歯科診療所におけるサービスの充実を図るため、特殊歯科診療の診療日について月

曜日と火曜日を追加し、障害児（者）の診療日を週 6日、要介護高齢者の診療日を週 5日に拡大しました。 

令和 3 年 4 月からは、歯科診療サービスのさらなる充実を図り、要介護高齢者の診療日を週 6 日に拡大

しました。 

かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所診療状況 

年度 
障害児(者) 要介護高齢者 

実患者数 固定診療件数 実患者数 固定診療件数 訪問診療件数 

4 245 808(195) 140 328(1) 987(56) 

5 235 762(190) 168 309(1) 927(155) 

6 253 752(236) 194 274(4) 1,174(173) 

※ かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所のうち特殊歯科診療の患者数 

※ 固定診療とは、診療所における歯科診療 

※ 診療件数の括弧書きは、摂食嚥下機能訓練の件数 

 

３．看護師等養成修学資金 
【健康政策課】                                    

市内の医療機関等指定施設における看護師等の不足を解消するため市内の医療機関等指定施設で働く意

思のある看護学校等の学生に対し修学資金として、平成 24年度までは月額 20,000 円を、平成 25年度から

は月額 30,000円に増額し貸付を行っており、併せて市内の医療機関等指定施設に勤務することを目的とし

た他の修学資金貸付制度と本制度との併給を可能とすることで、貸付対象者の拡大を図りました。 

平成 27 年 4 月からは、貸付者について准看護師を養成する学校または養成所に通う学生まで対象とし、

また、返還免除となる施設については、介護施設等を含めた市内の医療機関等の規則で定める指定施設と

することにより、医療機関のみから拡大を図りました。 

                貸付状況            (単位：人) 

年度 市立看護専門学校 
東京医療保健大学

千葉看護学部 

市外の 

看護学校等 

准看護師

養成所 
合計 

4 93 78 86 8 265 

5 96 92 79 5 272 

6 91 87 75 2 255 
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４．献血推進事業 

【健康政策課】 
輸血用血液の需要に対処するため、船橋市献血推進協議会では千葉県赤十字血液センターに協力し、街

頭における普及啓発活動をはじめ、各団体、企業等に対する献血への呼びかけをとおして血液量の確保に

努めています。   

献血者数の推移 

年度 献血者数 
内訳 

200ml 400ml 成分献血 

4 57,617(55,484) 1,033(873) 27,036(25,063) 29,548(29,548) 

5 60,070(57,768) 1,021(807) 28,687(26,599) 30,362(30,362) 

6 61,103(58,483) 960(658) 29,369(27,051) 30,774(30,774) 

※( )内の数値は、献血者数のうち献血ルームの実績値。 

 

５．市立看護専門学校 

【看護専門学校】 

 市内における看護職員の充足を図ることを目的に、平成 3年 4月に開校しました。 

 本校の教育目的は、「看護職として必要な知識・技術を修得するとともに、豊かな人間性を養い、専門職

業人として社会に貢献できる看護師として育つ」ことであり、充実した施設、スタッフのもとで看護教育

を行っています。 

 

(1)施設の概要 

  所 在 地     船橋市金杉 1-28-7  

(2)受験者、入学者、卒業者の動向 

 

看護専門学校 受験者・入学者住所及び出身高校別内訳（推薦含む） 

年度 
5 6 7 

受験者数 入学者数 受験者数 入学者数 受験者数 入学者数 

住所別 

市内 35 22 28 17 39 20 

県内（市内除く） 34 19 60 25 37 17 

県外 3 2 3 0 9 5 

合 計 72 43 91 42 85 42 

出 身 

高校別 

市内 10 8 24 12 18 12 

県内（市内除く） 49 27 57 28 49 20 

県外 13 8 10 2 16 9 

高校認定・大学検定 0 0 0 0 2 1 

合 計 72 43 91 42 85 42 
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                              看護専門学校 卒業生の進路状況                     （単位：人） 

年度 

市内医療機関等 
県内医療機関等 

（市内除く） 
県外医療機関等 進学 その他 合計 市立医療 

センター 
その他 

4 21 6 5 1 0 2 35 

5 21 16 3 0 1 2 43 

6 18 13 4 0 1 2 38 

※ 各年度の卒業時調査 

 

６．医事薬事関係業務 
【保健総務課】 

(1)診療所、薬局等の施設の許可、立入検査等に関すること 

診療所、薬局等の施設に対して、各法令に基づき、許可や立入検査等を行います。 

                   医事薬事関係施設一覧              

年度 4 5 6 

施設種別 施設数 病床数 
立入延

件数★1 
施設数 病床数 

立入延

件数 
施設数 病床数 

立入延

件数 

病院 22 4,487 6 22 4,529 24 22 4,513 25 

診療所(一般) 385 126 29 388 99 31 399 106 55 

診療所(歯科) 329 0 25 324 0 26 320 0 17 

助産所 20 0 3 27 3 7 28 3 5 

薬局 236 － 16 237 － 117 240 － 63 

薬局製剤 

製造業 
16 － 1 16 － 6 15 － 4 

薬局製剤 

製造販売業 
16 － 1 16 － 6 15 － 4 

医薬品 

店舗販売業 
98 － 8 104 － 56 105 － 34 

卸売販売業 33 － 1 30 － 15 29 － 12 

高度管理医療 

機器等販売業 
305 － 15 313 － 126 320 － 82 

高度管理医療 

機器等貸与業 
162 － 5 162 － 59 170 － 48 

毒物劇物 

販売業 
120 － 2 113 － 43 115 － 39 

毒物劇物業務上

取扱者 

(届出施設) 

8 － 0 7 － 0 7 － 1 

特定毒物研究者 4 － 0 4 － 0 4 － 0 
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(2)医療安全相談に関すること 

医療法に基づき、船橋市医療安全支援センターを設置し、市民や市内医療機関の患者等より医療安全相談

を受け付けています。 

医療安全相談受付状況     (単位：件) 

年度 相談 苦情 合計 

4 498 328 826 

5 534  434 968 

6 486  396 882 

 

♦７．船橋市立医療センター中期経営計画                   

【病院局経営企画室】 

この計画は、公立病院である船橋市立医療センターが地域における役割を担い、将来にわたり必要な医

療機能を維持・強化していくために取り組むべき経営方針となります。 

令和 6年度は、令和 6年 3月に策定した「船橋市立医療センター経営強化プラン・第 6期中期経営計画」

に沿って、当センターが地域において将来にわたり必要な医療機能を維持・強化するとともに、経営の安

定化に取り組みました。 

 

８．市立医療センター 

【医療センター】 

船橋市立医療センターは、地域の医療機関と連携を図りながら船橋市における中核病院として地域医療

の充実・向上を目指し、施設の拡充や医療機器の整備を進める一方で、災害拠点病院として、災害時の救命

医療を行うなど高度な診療機能等の維持・確保に努めてきました。平成 19年 1月に厚生労働省から「地域

がん診療連携拠点病院」の指定を受け、平成 22年 1月には緩和ケア病棟がオープンしました。また、3月

には県から「地域医療支援病院」の承認を受けました。さらに、令和 5 年 2 月には千葉県がんセンターか

ら「がんゲノム医療連携病院」の指定を受け、より質の高いがん医療を提供するための体制整備を進めて

います。 

平成 21年 3月には、市民にとって魅力ある病院づくりを目指すとともに経営の健全化などに取り組むた

め、「医療センター改革プラン」を策定し、平成 21年 4月に、地方公営企業法の全部適用に移行しました。

また、多様化する医療ニーズに対応するため、平成 21 年 4 月に 5 つの診療科、平成 23 年 7 月に歯科口腔

外科、平成 25 年 4 月に消化器外科、乳腺外科及び腫瘍内科を増設し、平成 26 年 4 月には放射線科を放射

線診断科と放射線治療科に分け、平成 30年 4月には脳神経内科、また救命救急センターに救急科を設置し

ました。平成 30年 10月には腎臓内科及びリウマチ科を増設し、全 31診療科となりました。 

救急医療の分野では、併設されている救命救急センターが東葛南部保健医療圏の三次救急医療も担当す

るなど、中心的な役割を果たしています。 
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基本施策２―19 

 (1) 所在地 

船橋市金杉 1-21-1 

 

(2) 診療科目 

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、代謝内科、緩和ケア内科、腫瘍内科、脳神経内科、 

腎臓内科、精神科、リウマチ科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、 

脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、 

リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、救急科（31科） 

 

(3) 病床数 

 449床 

 

(4) 診療受付時間及び休診日等 

診療受付時間     午前 8時 30分～午前 11時（平日） 

休 診 日      土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12月 29日～1月 3日） 

 ※ 救急患者の診療は、診療受付時間外及び休診日においても行います。 

 

(5) 附属施設 

① 看護師宿舎  単身用   70 人（全個室） 

   ② 院内保育所  定員 50人 

③ 立体駐車場  収容台数 272台 

 

(6) 救命救急センター 

平成 6 年に併設型救命救急センターを開院し、市を中心に東葛南部保健医療圏の三次救急を担ってい

ます。 
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基本施策２―20 

(7) 患者数 

入院患者数                    

 

4 年度 5年度 6年度 

延患者数 
１日平均

人数 

利用割合 

（％） 
延患者数 

１日平均

人数 

利用割合 

（％） 
延患者数 

１日平均

人数 

利用割合 

（％） 

呼 吸 器 内 科 10,243 28.1 8.2 12,231 33.4 9.1 12,741 34.9 9.4 

消 化 器 内 科 12,152 33.3 9.7 12,796 35.0 9.5 13,767 37.7 10.1 

循 環 器 内 科 17,761 48.7 14.2 17,834 48.7 13.3 18,918 51.8 13.9 

代 謝 内 科 1,536 4.2 1.2 1,722 4.7 1.3 1,643 4.5 1.2 

緩和ケア内科 157 0.4 0.1 513 1.4 0.4 857 2.3 0.6 

腫 瘍 内 科 2,479 6.8 2.0 3,009 8.2 2.2 2,959 8.1 2.2 

脳 神 経 内 科 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

腎 臓 内 科 1,504 4.1 1.2 2,166 5.9 1.6 2,436 6.7 1.8 

リ ウ マ チ 科 1,773 4.9 1.4 1,315 3.6 1.0 1,859 5.1 1.4 

小 児 科 5,090 13.9 4.1 6,623 18.1 4.9 6,319 17.3 4.7 

外 科 16,906 46.3 13.5 17,668 48.3 13.1 19,225 52.7 14.2 

消 化 器 外 科 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

乳 腺 外 科 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

整 形 外 科 12,278 33.6 9.8 13,864 37.9 10.3 11,404 31.2 8.4 

形 成 外 科 1,193 3.3 1.0 1,305 3.6 1.0 1,101 3.0 0.8 

脳 神 経 外 科 17,365 47.6 13.9 18,724 51.2 13.9 16,118 44.2 11.9 

呼 吸 器 外 科 1,533 4.2 1.2 1,273 3.5 0.9 1,308 3.6 1.0 

心臓血管外科 5,344 14.6 4.3 5,518 15.1 4.1 5,596 15.3 4.1 

皮 膚 科 1,376 3.8 1.1 1,642 4.5 1.2 1,995 5.5 1.5 

泌 尿 器 科 6,860 18.8 5.5 6,122 16.7 4.6 7,242 19.8 5.3 

産 婦 人 科 4,810 13.2 3.8 5,112 14.0 3.8 4,996 13.7 3.7 

眼 科 477 1.3 0.4 690 1.9 0.5 614 1.7 0.4 

耳鼻いんこう科 2,066 5.7 1.7 2,437 6.7 1.8 2,859 7.8 2.1 

放射線治療科 (675) (1.8) ― (990) (2.7) ― (808) (2.2) ― 

歯科口腔外科 8 0.0 0.0 89 0.2 0.1 173 0.5 0.1 

救 急 科 2,147 5.9 1.7 1,860 5.1 1.4 1,570 4.3 1.2 

合 計 125,058 342.6 100.0 134,513 367.5 100.0 135,700 371.8 100.0 

診 療 日 数 365 日 366 日 365 日 

※ 1日平均は、延患者数を診療日数で除した数字。 

※ 緩和ケア内科は、主治医の診療科で計上しているが、緩和ケア内科の医師が主治医の場合に限り、緩和

ケア内科で計上している。 

※ 消化器外科及び乳腺外科は、外科でそれぞれ計上している。 

※ 放射線治療科の患者数は、各科の患者数の再掲。
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                               外来患者数                                        

※ 1 日平均は、延患者数を診療日数で除した数字。     ※ 消化器外科及び乳腺外科は、外科でそれぞれ計上している

 

4 年度 5 年度 6 年度 

延 患 者 数 1 日 

平均 

人数 

利用 

割合

（％） 

延 患 者 数 1 日 

平均 

人数 

利用 

割合

（％） 

延 患 者 数 1 日 

平均 

人数 

利用 

割合

（％） 
新患 再来 合計 新患 再来 合計 新患 再来 合計 

一 

般 

外 

来 

内 科 1,390 1,644 3,034 12.5 1.4 1,150 1,252 2,402 9.9 1.1 1,008 953 1,961 8.1 0.9 

呼 吸 器 内 科 1,228 14,267 15,495 63.8 6.9 1,304 14,083 15,387 63.3 6.7 1,411 13,650 15,061 62.0 6.6 

消 化 器 内 科 1,767 14,277 16,044 66.0 7.1 1,715 14,374 16,089 66.2 7.0 1,749 14,711 16,460 67.7 7.2 

循 環 器 内 科 2,090 18,676 20,766 85.5 9.2 2,062 19,391 21,453 88.3 9.4 2,103 19,458 21,561 88.7 9.5 

代 謝 内 科 322 9,208 9,530 39.2 4.2 320 9,390 9,710 40.0 4.3 314 9,668 9,982 41.1 4.4 

緩和ケア内科 16 38 54 0.2 0.0 47 81 128 0.5 0.1 54 135 189 0.8 0.1 

腫 瘍 内 科 59 3,472 3,531 14.5 1.6 42 4,012 4,054 16.7 1.8 35 4,059 4,094 16.8 1.8 

脳 神 経 内 科 75 657 732 3.0 0.3 107 531 638 2.6 0.3 111 553 664 2.7 0.3 

腎 臓 内 科 173 2,772 2,945 12.1 1.3 185 3,289 3,474 14.3 1.5 231 3,507 3,738 15.4 1.6 

精 神 科 40 3,857 3,897 16.0 1.7 65 4,377 4,442 18.3 1.9 73 4,490 4,563 18.8 2.0 

リ ウ マ チ 科 

 

179 3,960 4,139 17.0 1.8 190 4,422 4,612 19.0 2.0 222 4,713 4,935 20.3 2.2 

小 児 科 1,290 8,773 10,063 41.4 4.5 1,386 9,474 10,860 44.7 4.8 1,369 9,873 11,242 46.3 5.0 

外 科 1,210 27,764 28,974 119.2 12.9 1,191 29,358 30,549 125.7 13.4 1,208 29,356 30,564 125.8 13.5 

消 化 器 外 科 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

乳 腺 外 科 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

整 形 外 科 902 10,406 11,308 46.5 5.0 860 10,798 11,658 48.0 5.1 912 10,875 11,787 48.5 5.2 

形 成 外 科 400 3,728 4,128 17.0 1.8 545 4,069 4,614 19.0 2.0 486 3,669 4,155 17.1 1.8 

脳 神 経 外 科 1,356 5,662 7,018 28.9 3.1 1,329 5,371 6,700 27.6 2.9 1,260 5,257 6,517 26.8 2.9 

呼 吸 器 外 科 115 2,498 2,613 10.8 1.2 113 2,208 2,321 9.6 1.0 78 1,972 2,050 8.4 0.9 

心臓血管外科 149 3,421 3,570 14.7 1.6 134 3,547 3,681 15.1 1.6 125 3,579 3,704 15.2 1.6 

皮 膚 科 615 6,645 7,260 29.9 3.2 704 5,940 6,644 27.3 2.9 843 7,250 8,093 33.3 3.6 

泌 尿 器 科 889 18,708 19,597 80.6 8.7 839 16,766 17,605 72.4 7.7 844 14,907 15,751 64.8 6.9 

産 婦 人 科 830 9,140 9,970 41.0 4.4 775 9,358 10,133 41.7 4.4 811 9,441 10,252 42.2 4.5 

眼 科 259 7,311 7,570 31.2 3.4 236 7,336 7,572 31.2 3.3 241 7,132 7,373 30.3 3.2 

耳鼻いんこう科 1,416 7,400 8,816 36.3 3.9 1,628 7,283 8,911 36.7 3.9 1,587 7,506 9,093 37.4 4.0 

放射線治療科

科 

2 7,172 7,174 29.5 3.2 6 7,050 7,056 29.0 3.1 8 6,912 6,920 28.5 3.0 

麻 酔 科 1 2,227 2,228 9.2 1.0 0 2,360 2,360 9.7 1.0 0 2,533 2,533 10.4 1.1 

歯科口腔外科 2,767 2,141 4,908 20.2 2.2 2,818 2,326 5,144 21.2 2.3 3,058 2,077 5,135 21.1 2.3 

救 急 科 483 53 536 2.2 0.2 452 70 522 2.1 0.2 414 49 463 1.9 0.2 

小 計 20,023 195,877 215,900 888.5 95.8 20,203 198,516 218,719 900.1 95.7 20,555 198,285 218,840 900.6 96.3 

診 療 日 数 243 日 243 日 243 日 

救
急
外
来 

昼 間 3,591 ―  3,591 9.8 1.6 3,596 ― 3,596 9.8 1.6 2,948 ― 2,948 8.1 1.3 

夜 間 5,893 ― 5,893 16.1 2.6 6,135 ― 6,135 16.8 2.7 5,365 ― 5,365 14.7 2.4 

小 計 9,484 ― 9,484 26.0 4.2 9,731 ― 9,731 26.6 4.3 8,313 ― 8,313 22.8 3.7 

診 療 日 数 365 日 366 日 365 日 

合   計 

 

 

 

 

29,507 

 

195,877 

 

 

 

 

225,384 914.5 100.0 29,934 

 

 

 

198,516 228,450 926.7 100.0 28,868 198,285 227,153 923.4 100.0 
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基本施策２―22 

施策４「救急医療体制の充実」 

 

１．夜間休日急病診療所事業 

【健康政策課】 

昭和 48 年 12 月に医師会の協力により、夜間救急医療体制の改善を図るため、県下に先駆けて衛生セン

ター（旧中央保健センター）内に、夜間の急病患者のための夜間急病診療所を設置しました。 

  平成 20年 6月に診療所を船橋市役所別館内に移転するとともに、これまでの夜間診療に加え、日曜・年

末年始の昼間の小児科診療を開始し、名称を「夜間休日急病診療所」に改めました。 

また、平成 27 年 10 月には、保健福祉センター内へ移転したことに伴い、小児科の昼間の診療を祝休日

においても実施することで、休日の小児科当番医を定点化しました。 

なお、平成 23年 10月から、開設及び管理運営を医師会から財団法人船橋市医療公社へ変更し、平成 24

年 4 月からは同公社（平成 25 年 4 月公益財団法人へ移行）が指定管理者として管理運営を行っています。 

夜間休日急病診療所 診療状況 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2年 6月 1日から令和 4年 9月 30 日まで深夜帯（午前 0

時～6時）及び外科の診療を休診 

 

２．二次救急診療事業 

【健康政策課】 

夜間休日急病診療所や休日当番医などの初期診療で対応できない重症患者に対応するため、平成 7 年 4

月から救急医療機関ネットワークを構成する 11の病院が輪番制により 24時間体制で二次救急診療（内科・

外科）事業を実施しています。 

また、これら当番医療機関と夜間休日急病診療所との診療時間の“空白”をなくすため、午後 5 時から

午後 9時及び午前 6時から午前 9時の間、軽症患者についても当番医療機関で診療を行っています。 

さらに、平成 13年 4月からは、専門的な治療が必要な小児救急患者を医療機関が輪番制で受け入れる小

児二次救急診療事業も実施しています。 

二次救急診療事業受診者数 

年度 二次救急 小児二次救急 

4 11,051 4,934 

5 10,240 5,440 

6 9,922 4,690 

  

年度 
来所患者数 地域別患者数 

合 計 一 般 小 児 本 市 鎌ケ谷市 そ の 他 

4★1 3,615 597 3,018 3,319 143 153 

5 7,921 2,333 5,588 7,291 258 372 

6 7,636 2,286 5,350 7,093 150 393 
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基本施策２―23 

３．休日診療事業 

【健康政策課】 

休日の急病患者に対応するため、昭和 35年 7月から、医師会の協力のもと、内科、外科などの医療機関

が輪番で診療する休日当番医制度を実施しています。 

平成 20 年 6 月から、日曜、年末年始の小児科当番医を船橋市夜間休日急病診療所に一部定点化、また、

平成 27 年 10 月からは、夜間休日急病診療所が保健福祉センター内に移転することに伴い、祝休日におい

ても診療を実施することで休日の小児科当番医を夜間休日急病診療所に定点化しました。 

   休日診療事業受診状況 

年度 
患者数 

合 計 内 科 系 外 科 系 そ の 他 科 

4 2,959 2,015 676 268 

5 6,024 4,886 749 389 

6 5,943 4,552 792 599 

 

４．休日歯科診療事業 

【健康政策課】 

昭和 52 年 12 月に日曜、祝休日における患者の急な歯の痛み等に対応をするため、歯科医師会の協力に

より、旧中央保健センター内に応急処置を目的とした「休日急患歯科診療所」を設置しました。 

 平成 27 年 10 月、保健福祉センターへの移転に伴い指定管理者制度を導入し、市が開設し、公益社団法

人船橋歯科医師会が指定管理者として管理運営を行うこととなりました。また、名称を「かざぐるま休日

急患・特殊歯科診療所」に改めました。 

 来所患者数 

年度 来所患者数 
地域別患者数 

本  市 鎌ケ谷市 そ の 他 

4 208 177 12 19 

5 234 205 10 19 

6 284 248 17 19 

※ かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所のうち休日急患歯科診療の患者数 
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基本施策２―24 

５．ふなばし健康ダイヤル２４ 

【健康政策課】 

 (1) 事業内容 

平成 23 年 6 月 1 日から、市民からの電話による健康・医療・介護・メンタルヘルス等の相談に、看護師

等が 24時間年中無休で応じるとともに、最寄りの医療機関や夜間・休日に受診可能な医療機関を案内する

事業を、市は委託し実施しています。 

      ふなばし みな健康 

電話 0120-2 7 8 4 – 3 7   ＦＡＸ 0120-3066-68  ※船橋市民専用・通話料無料 

(2) 主な相談内容 

・健康相談 …… 日常生活で感じる「身体の不調」や、「健康の保持・増進」に関するもの 

・医療相談 …… 病気に関する説明や治療・検査などについてのアドバイス 

・介護相談 …… 介護者や被介護者が抱く様々な不安 

・育児相談 …… 妊娠・出産・育児などの相談についてのアドバイス 

・メンタルヘルス相談 …… ストレスや不安などの対処法等についてのアドバイス 

・医療機関情報案内 …… 最寄りの医療機関や夜間・休日に受診可能な医療機関の案内 

            

            ふなばし健康ダイヤル 24相談実績             （単位：件） 

年

度 
相談件数 

相  談  内  容  内  訳 

健診・

ドック 

健康保持・ 

増進 

気になる 

身体の症状 
家庭看護 治療 

母子 

保健 
育児 

ストレス・ 

メンタル 

ヘルス 

紹 介・ 

手配 

夜間・休日の 

医療機関案内 
その他 

4 72,876 242 279 35,345 2,509 12,296 17 1,704 13,858 34 6,454 138 

5 93,052 237 303 47,395 3,164 16,603 28 2,188 13,590 43 9,376 125 

6 100,243 357 491 48,356 3,857 18,946 28 1,972 16,072 62 9,930 172 

 

６．救急医療シンポジウム 

【健康政策課】 

平成元年度から、市民に対する救急医療への意識の高揚及び心肺蘇生法の普及・啓発を図ることを目的

として開催しています。 

救急医療シンポジウム開催状況 

年度 4★2 5 6 

参加者数 - 277 198 

テーマ - 災害医療 心肺蘇生法 

会場 - 船橋市勤労市民センター 船橋市勤労市民センター 



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策２―25 

７．救急医療推進事業 
【健康政策課】 

(1) 公共施設設置ＡＥＤ一元化事業                                

市内の公共施設にＡＥＤを設置し、施設の利用者の安全・安心を確保するとともに、施設の周辺で心

停止傷病者が発生した際に、施設の開館時間帯に市民がＡＥＤを利用できる環境を整えました。 

また、夜間や土日等の学校職員不在時でもＡＥＤが使用できるよう、全市立学校に屋外収納ボックス

を設置し、屋内に設置されていたＡＥＤを屋外へ移設しました。併せて、ＡＥＤ設置場所と設置場所ま

での経路を示した周知看板を、主要な校門付近に設置いたしました。 

設置施設数  

年度 5 6 7 

施設数 257 257 258 

 各年度 4月 1日現在 

(2) 船橋まちなかＡＥＤステーション事業 

市民による心肺蘇生法実施の機会を拡大するため、市内の 24 時間営業のコンビニエンスストアのう

ち、協力が得られた店舗にＡＥＤを設置し、当該コンビニエンスストアの周辺で心停止傷病者が発生し

た際に、市民がいつでもＡＥＤを利用できる環境を整えました。 

設置店舗数  

年度 5 6 7 

店舗数 228  224 228 

各年度 4月 1日現在 

(3) 教育・保育施設ＡＥＤ設置事業 

私立の認可保育所、幼稚園及び認定こども園にＡＥＤを設置し、こどもの安全・安心を確保するとと

もに、これらの施設の周辺で心停止傷病者が発生した際に、施設の開館時間帯に市民がＡＥＤを利用で

きる環境を整えました。 

設置施設数  

年度 5 6 7 

施設数 146 147 148 

各年度 4月 1日現在 

(4) 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出事業                   

【消防局救急課】 

ＡＥＤの普及・啓発を図るとともに、催しの参加者の安全を図るため、市内の消防署、分署及び消防

の出張所の 13か所において、次のいずれかに該当する催しに対して無償で貸出を行っています。 

① 市が主催、共催、後援又は協賛をする催し 

② 営利を目的とせず、かつ、私的ではない催し 

※本事業は船橋市自動体外式除細動器貸出し事業実施要綱に基づき、平成 27 年 11 月から所管課を健康

政策課から消防局救急課に変更し、実施しています。 

※いずれもＡＥＤの使用方法を学ぶことを目的とするものは除くものとしています。 

  貸出実績        

 年度 4 5 6 

貸出数 18 18   18 


